
第１９回福山市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

議事次第 

 

日時：2021年（令和3年）5月15日（土）18:30～ 

場所：福山市役所６階 第３応接室 

 

１ 開 会 

 

 

２ 報告事項 

（１） 国・県の状況について 

 

（２） 本市の感染状況について 

 

（３） 広島県における緊急事態宣言の発出に伴う対策について 

 

 

 

３ 協議事項 

（１）本市の対応について 

 

（２）その他 

 

 

 

４ 閉 会 



２　報告事項
（１）国・県の状況について

■ 国の対応状況
1月28日 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令公布（2月1日施行）
1月30日 対策本部設置
1月30日 第１回対策本部会議（～5/14　第64回）
2月16日 第１回専門家会議（～6/19　第17回）※7/3廃止（第40回対策本部会議決定）
2月25日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」決定
2月26日 全国的なイベント等の中止等の対応要請（3月10日　継続要請）
2月27日 小中学校・高等学校等の一斉臨時休業要請
3月14日 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律施行

（特措法の規定を新型コロナウイルス感染症に適用）
3月19日 専門家会議による「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」（計７回）
3月26日 特措法に基づく政府対策本部の設置
3月28日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」決定
4月 7日 「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」発出
5月25日 「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」解除
7月3日 新型インフルエンザ等対策有識者会議に新型コロナウイルス感染症対策分科会を設置
7月6日 第１回新型コロナウイルス感染症対策分科会

（～2/25 第25回（令和2年度），～4/15 第2回（令和3年度）
11月1日 国際的な人の往来の再開
12月8日 ｢国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策｣閣議決定
1月7日 「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」発出（２回目）

　対象期間：１月８日から２月７日まで
　対象区域：埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県

1月13日 「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」の区域変更（７府県を追加）
　対象区域：栃木県，埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県，岐阜県，愛知県，
　　　　　　京都府，大阪府，兵庫県，福岡県

2月8日 「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」の期間延長及び区域変更（栃木県を解除）
　対象期間：１月８日から３月７日まで
　対象区域：埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県，岐阜県，愛知県，京都府，
　　　　　　大阪府，兵庫県，福岡県

2月28日 「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」の区域変更（６府県を解除）
　対象区域：埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県

3月8日 「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」の期間延長
　対象期間：１月８日から３月２１日まで

3月21日 「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」解除　
4月1日 まん延防止等重点措置

  対象期間：4月5日から5月5日まで　　対象区域：宮城県，大阪府，兵庫県
4月9日 まん延防止等重点措置

　対象期間：4月12日から5月5日まで　 対象区域：京都府，沖縄県
4月9日 まん延防止等重点措置

　対象期間：4月12日から5月11日まで　対象区域：東京都
4月16日 まん延防止等重点措置

　対象期間：4月20日から5月11日まで　対象区域：埼玉県，千葉県，神奈川県，愛知県
4月23日 「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」発出（３回目）

　対象期間：4月25日から5月11日まで　対象区域：東京都，大阪府，兵庫県，京都府
まん延防止等重点措置の期間延長・追加
　対象区域：延長（～5/11）宮城県，沖縄県　　追加（4/25～5/11）愛媛県

5月7日 まん延防止等重点措置の期間延長・追加
　対象区域：延長（～5/31）　 沖縄県，埼玉県，千葉県，神奈川県，愛媛県
　　　　　　追加（5/9～31）　北海道，岐阜県，三重県

5月7日 「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」の期間延長・追加
　対象区域：延長（～5/31）　 東京都，大阪府，兵庫県，京都府
　　　　　　追加（5/12～31） 愛知県，福岡県

5月14日 まん延防止等重点措置の追加
　対象区域：追加（5/16～6/13） 群馬県，石川県，熊本県
「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」の追加
　対象区域：追加（5/16～31）北海道，岡山県，広島県

■ 県の対応状況
1月29日 特別警戒本部設置
1月29日 第１回特別警戒本部員会議（～5/14　第36回）
1月29日 県民向け相談窓口設置
1月30日 特別警戒本部を「非常体制」に移行
2月26日 県主催イベント等の取扱いを決定
2月28日 県立小中学校・高等学校等の一斉臨時休業を決定
3月 6日 県内（広島市）で１例目の感染を確認（5月14日現在　計7,944例の感染を確認）
3月26日 特措法に基づく県対策本部の設置
4月13日 広島県感染拡大警戒宣言
4月14日 県立学校の臨時休業を決定（期間：4月16日から5月6日まで）
4月18日 広島県における緊急事態措置等制定（措置等期間：5月6日まで）
4月27日 県立学校の臨時休業延長を決定（延長期間：5月31日まで）
5月 5日 広島県における緊急事態措置等の変更（措置等期間：5月31日まで）
5月11日 広島県における緊急事態措置等の変更（一部施設の使用制限の協力要請解除）
5月15日 広島県の対処方針制定（最終改正：2月17日）

11月13日 「早期の医療受診」の勧奨，「積極ガードダイヤル」の周知・啓発メッセージ発信
12月11日 「新型コロナ感染拡大防止集中対策」決定（実施期間：12月12日から1月3日まで）

12月25日 「新型コロナ感染拡大防止集中対策」の期間延長等を決定（実施期間：1月17日まで）

1月14日 「第２次新型コロナ感染拡大防止集中対策」決定（実施期間：1月8日から2月7日まで）

2月4日 「第３次新型コロナ感染拡大防止集中対策」決定（実施期間：2月8日から2月21日まで）

4月19日 警戒レベルステージ2へ引き上げ

5月7日 警戒レベルステージ3へ引き上げ 

「新型コロナ感染防止集中対策」決定（実施期間：5月8日から6月1日まで）

5月15日 「緊急事態宣言」の発出に伴う新型コロナ感染拡大防止集中対策　決定

（集中対策期間：5月8日～6月1日　緊急事態措置実施期間：5月16日～31日）
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陽性件数推移

陽性件数 10万人当たり陽性者

（直近１週間）

ステージⅢ 移行目安
（１５人以上）

(件，人)

警戒基準値
【広島県独自】
（４人以上）

ステージⅣ 移行目安
（２５人以上）

2021年4月27日現在

陽性者
（延人数）

現在患者数 退院等 死亡入院
（内重症）

宿泊
療養

施設
療養

その他

９１０ １２５
３９
（１）

５８ ０ ２８ ７６４ ２１

■変異株の発生状況 （5月13日現在）
３月 新規感染 １０件 【変異株検査 ９件の内変異株 ２件】
４月 新規感染１４６件 【変異株検査１２７件の内変異株１１５件】
５月 新規感染１５７件 【変異株検査 ４９件の内変異株 ４９件】
計 新規感染３１３件 【変異株検査１８５件の内変異株１６６件】

① 感染状況の推移

※警戒基準値…行動制限が必要となるステージⅢに至らないよう早期の対策を講じるための「めやす」（広島県独自）
※ステージⅢ…感染者の急増及び医療提供体制における大きな支障の発生を避けるための対応が必要な段階
※ステージⅣ…爆発的な感染拡大及び深刻な医療提供体制の機能不全を避けるための対応が必要な段階

（２） 本市の感染状況について 2021年5月14日現在

1

(件，人) 陽性件数

10万人当たり陽性者数
（直近１週間）

2

② ステージ移行の目安 （2021年(令和3年)5月14日現在）

※ 先週との増減
を矢印で表示

※表中の表記

ホ‥宿泊療養施設部屋数
病‥医療機関病床数

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ / ） （ ）

（ ） （ ）

（ / ） （ ）

（ / ） （ / ） .

（ / )

７日間平均 （ ～ ）

７日間平均 （ ～ ） 行政検査のみ （ / ）

７日間実績 （ ～ ） ７日間実績 （ ～ ）

（ / ） （ / ）

今週 人 （ ～ ） 今週 人 （ ～ ）

先週 人 （ ～ ） 先週 人 （ ～ ）

７日間平均 （ ～ ） ７日間平均 （ ～ ）

5/14

※ 公表5/13

5/15

4.9% 48 973

745

入院病床のみ 54.2% 39 72/病

125 4.69

18.12

5/8

5/7 5/13

4/30 5/6

5/14

85 4.69

全療養者数

5/7 5/13

40.6%

578

2.5%

5/8

10.3% 85 823

5/8 5/14

※医療機関検査の陰性分は含まない

25.9%
5/14

85 5/1

福山市
※ 5/14 時点

入院病床のみ 54.2% 39

85 5/8 5/14

5/7

先週と同じ

人

14:00 更新

　　ア

⑥感染経路不明割合 ５０％以上 ５０％以上 ５０％以上

先週より多い

5/9

5/13

1243
⑤直近１週間の先週比較 先週より多い 先週より多い 先週より多い

④新規報告者数
　直近１週間の１０万人当たりの
感染者数 ４人以上 １５人以上 ２５人以上

5/7

1243 28.11

44.22 人

③ＰＣＲ陽性率 １０％以上

②療養者数
　人口１０万人当たりの全療養者
数（入院，自宅・宿泊療養）

６人以上 １５人以上 ２５人以上
全療養者数

28.111513

１０％以上
5/3

1/5以上 1/4以上 1/2以上

人53.82

　　ア 70.0%
860 483/病

入院病床のみ 63.1% 305 483

26.65

40.4%
/病

/病

745 /病 72 +ホ 168

/病 72 +ホ 168

97

69.1%

人

　　ア 40.4%
97

指　　　　標

警戒基準値
【広島県独自】
ステージⅢに移行
しないための目安

ステージⅢ
への移行の目安

ステージⅣ
への移行の目安

広島県

+ホ

+ホ

①病床ひっ迫具合
　　※①-1かつ①-2

①-1　最大確保病床の占有
率
（ピーク時の確保計画値）
　ア　病床全体
　イ　重症者用病床

500

305

860

61.0%入院病床のみ

1/5以上 1/5以上 1/2以上

9:05

72

　　ア

500

県HPより

①-2　現時点の確保病床数
の占有率
　ア　病床全体
　イ　重症者用病床



8
4

10 7 9
3 2 4 2 3 6

12 13 14

2

6

10
14 15 12

25

19
21

18
15 9 13

2 2 2
7 4

14

13

23 23

1

10 14
15

18
10

9

5

7

10

5

2 3

2

2
10

15

20

19

30

1

6

18

28 21
30

24

9

9

5

3

3 2

2

3

10

23

30

18

4

30

43

58
55 56

68

40
46

36

22
16

20

7
4 5

2

13

20

45

68

85 85

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

60代以上

40～50代

20～30代

10代以下

8
4

10 7 9
3 2 4 2 3 6

12 13 14

2

6

9 8
12 6

19
18 16

17
15 9 13

2 2 2
7 4

14

13

20
22

10
11

6

12

4

7

4 5
10

5

2 3

2

2
10

15

20

19

26

8

3

6

4

11

7 6 5

3

3
1 2

3

10

23

30
17

4

30 29

18

31

18

47

36 36 35

22

16
20

7
4 5

2

13

20

45

68

82
79

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

3

③-1 年代別感染状況
高齢者の感染
あまり変わってないように見えるが…

元気な高齢者の感染が急増！

院内感染・施設内感染を除いてみると…
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③-２ 感染経路別感染状況

感染経路不明が増加！！

(人)



56%

17%

3%
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6%

家庭

職場

接待を伴う飲食店

会食

スポーツ・文化活動等
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行事・イベント
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40%

25%
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12%

5

③-３ 感染経路別感染状況 濃厚接触者の接触状況

接触の状況
（3月31日～5月14日）
N=208

► ＧＷ後 … 家庭での感染が急増

接触の状況
（3月31日～4月27日）
N=75



  

２０２１年（令和３年）５月 ７日 

                 ２０２１年（令和３年）５月１５日変更 

                福山市新型コロナウイルス感染症対策本部 

 

「緊急事態宣言」の発出に伴う本市の対応について 

 

 本市では，ゴールデンウイークに向け，「集中取組期間」を設け感染防止に取

り組んできました。 

ゴールデンウイーク後も，新規感染者が確認され，病床等の逼迫が懸念された

ため，あらためて５月７日から６月６日までを「緊急対処期間」として，対策を

強化したところです。 

 こうした中，政府は，「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく「緊

急事態宣言」を広島県に発出しました。 

 本市では，市民の皆様の命と生活を守るため，広島県の「緊急事態措置（５月

１５日，新型コロナウイルス感染症広島県対策本部決定）」を受け，以下のとお

り，本市の緊急対処の取り組みをより一層強化することとします。 

 

１ 緊急対処期間 ５月７日（金）から６月６日（日） 

＜緊急事態措置を実施すべき期間は，５月１６日（日）から５月３１日（月）＞ 

  

２ 緊急事態措置により対策を強化する事項等 

（１）公立施設等の利用について 

   原則として，休館又は利用を制限する。 

  ※施設ごとの詳細については，「公共施設の利用について」を参照 

（２）市が主催するイベント等について 

   市が主催するイベント等については，原則中止又は延期とする。 

（３）保育施設等の対応 

   保育所・こども園等及び放課後児童クラブについては，国における「原 

  則開所」を踏まえ，感染防止対策を徹底したうえで，通常通り開所（開園） 

  する。 

（４）学校の対応について 

      市立中学校，義務教育学校及び福山高等学校の部活動については，原則休

止とする。ただし，学校長の認める最小限の活動（学校体育団体主催大会や，

最終学年の生徒の学校生活最後の大会の出場に向けた活動等）については，

感染リスクを低減させた上で実施できることとする。 

 

３ 広島県の新型コロナ感染拡大防止集中対策について 

別添資料 



1 菅茶山記念館

2 神辺歴史民俗資料館

3 松永はきもの資料館

4 鞆の浦歴史民俗資料館

5 鞆の津の商家

6 あしな文化財センター

7 しんいち歴史民俗博物館

8 ふくやま書道美術館

9 福山城博物館

10 福山城（湯殿・月見櫓）

11 ふくやま美術館

12 ふくやま文学館

13 ぬまくま文化館

14 福寿会館

15 ふくやま芸術文化ホール

16 神辺文化会館

17 沼隈サンパル

18
エフピコアリーナふくやま
（総合体育館）

19
福山通運ローズアリーナ
（緑町公園屋内競技場）

20 松永健康スポーツセンター

21 水上スポーツセンター

22 沼隈体育館

23 新市スポーツセンター

24 障害者体育センター

25
ｔａｋａｏ＋ばらの街アレナ神辺
（神辺体育館）

26
福山通運ローズスタジアム
（竹ヶ端運動公園陸上競技場）

27
エブリイ福山市民球場
（竹ヶ端運動公園野球場）

28 神辺テニスセンター

29 福山テニスセンター

30 沼隈体育センター

31 グラウンドゴルフ場（加茂町）

32 その他スポーツ施設

33 老人福祉センター（5施設）

34 ふれあいプラザ（31施設）

35 内海高齢者コミュニティセンター

36 すこやかセンター 利用制限
保健福祉局
保健部総務課
電話：084-928-1164

37
駅家福祉センター
加茂福祉会館

休館
保健福祉局
福祉部福祉総務課
電話：084-928-1061

・新規の貸館予約：中止
・既存の貸館予約：中止依頼

休館

・新規の予約：中止
・既存の予約：中止依頼（使用料全額還付）

休館
経済環境局
経済文化振興部文化振興課
電話：084－928-1117

公共施設の利用について

対応状況 利用制限の内容等

福山市の公共施設における5月16日～5月31日までの対応は，次のとおりです。
〇基本的な方針
・原則として，休館又は利用制限とします。
※不明な点は，問い合わせ先にご確認ください。

問い合わせ先区分
連
番

施設名

保健福祉局
長寿社会応援部高齢者支援課
電話：084-928-1064

市民局まちづくり推進部
スポーツ振興課
電話：084-928-1106

運
動
関
連
施
設

文
化
関
連
施
設

休館
・新規の予約：中止
・既存の予約：中止依頼（使用料全額還付）

福
祉
関
連
施
設

・新規の貸館予約：中止
・既存の貸館予約：中止依頼（使用料全額還付）

1



対応状況 利用制限の内容等 問い合わせ先区分
連
番

施設名

38 まなびの館ローズコム 利用制限
・新規の貸館予約：中止
・既存の貸館予約：中止依頼（使用料全額還付）

市民局
まちづくり推進部
中部地域振興課
電話：084-932-7265

39 市立小中学校等体育館 利用中止 各学校

40 市立小中学校等グラウンド 利用中止 各学校

41 図書館（7施設） 利用制限 予約貸出又は返却のみ利用可

中央図書館　電話：084-932-7222
松永図書館　電話：084-933-3770
北部図書館　電話：084-976-4822
東部図書館　電話：084-940-2575
沼隈図書館　電話：084-987-5630
新市図書館　電話：0847-52-5551
神辺図書館　電話：084-962-5053

42 歴史資料室 利用制限 市史等電話予約販売のみ利用可
総務局総務部
情報管理課 歴史資料室
電話：084-932-7264

43 西部市民センター
市民局松永支所
松永市民サービス課
電話：084-930-0400

44 北部市民センター
市民局北部支所
北部市民サービス課
電話：084-976-8800

45 東部市民センター
市民局東部支所
東部市民サービス課
電話：084-940-2571

46 かんなべ市民交流センター
市民局神辺支所
神辺市民サービス課
電話：084-962-5000

47 ぬまくま市民交流センター
市民局
沼隈支所
電話：084-980-7700

48 しんいち市民交流センター
市民局
新市支所
電話：0847-52-5512

49 うつみ市民交流センター

・温浴プール利用中止
・新規の貸館予約：中止
・既存の貸館予約：中止依頼（使用料全額還付）

市民局
内海支所
電話：084-986-3111

50 市民参画センター

・１階市民サロン，2階まちづくりサポートセンターは
　利用中止
・新規の貸館予約：中止
・既存の貸館予約：中止依頼（使用料全額還付）

市民局まちづくり推進部
協働のまちづくり課
電話：084-923-9005

51
公民館・交流館（79施設）
コミュ二ティセンター・館（17施設）

・新規の貸館予約：中止
・既存の貸館予約：中止依頼

市民局まちづくり推進部
人権・生涯学習課
電話：084-928-1243

利用制限

社
会
教
育
・
社
会
体
育
関
連
施
設

利用制限

・新規の貸館予約：中止
・既存の貸館予約：中止依頼（使用料全額還付）

市
民
セ
ン
タ
ー
等
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対応状況 利用制限の内容等 問い合わせ先区分
連
番

施設名

52 えほんの国 休館
・えほんの国及び子育て応援センターのプレールーム
は休館
・相談や申請等は実施（電話で可能なものは電話で）

保健福祉局
ネウボラ推進部ネウボラ推進課
電話：084-928-1053

53 リサイクルプラザ 休館
・新規の貸館予約：中止
・既存の貸館予約：中止依頼（使用料全額還付）

経済環境局
環境部環境啓発課
（リサイクルプラザ）
電話：084-954-2619

54 人権平和資料館 休館
市民局まちづくり推進部
人権・生涯学習課
電話：084-928-1006

55 ふれ愛ランド 休館
・新規の予約：中止
・既存の予約：中止依頼

市民局まちづくり推進部
青少年・女性活躍推進課
電話：084-928-1006

56 市立動物園 休園

57 平家谷椿園 ※現在，開園時期外につき閉鎖中

58 山野峡自然公園（キャンプ場）

59 仙酔島（キャンプ場）

60 クレセントビーチ海浜公園キャンプ場 閉鎖
・新規の予約：中止
・既存の予約：中止依頼（使用料全額還付）

61 園芸センター 閉鎖
経済環境局
経済部農業振興課
電話：084-928-1242

62 本郷憩いの森（キャンプ場） 閉鎖
・新規の予約：中止
・既存の予約：中止依頼

経済環境局
経済部農林水産課
電話：084-928-1033

63 喫茶SHION（市営渡船２階） 閉鎖
経済環境局
文化観光振興部観光課
電話：084-928-1042

64 観光案内所（福山駅） 閉鎖
経済環境局
文化観光振興部観光課
電話：084-928-1042

65 福山メモリアルパーク 利用制限 遊具の使用禁止，遊園地の閉鎖
建設局
都市部公園緑地課
電話：084-928-1095

66 内海多目的集会所 利用制限
・新規の貸館予約：中止
・既存の貸館予約：中止依頼（使用料全額還付）

経済環境局
経済部農林水産課
電話：084-928-1033

67 内海ふれあいホール 利用制限
・新規の貸館予約：中止
・既存の貸館予約：中止依頼（使用料全額還付）

68 あしだ交流館 利用制限
・新規の貸館予約：中止
・既存の貸館予約：中止依頼（使用料全額還付）

69 人権交流センター
・新規の貸館予約：中止
・既存の貸館予約：中止依頼

70 ぬまくま交流館
・新規の貸館予約：中止
・既存の貸館予約：中止依頼（使用料全額還付）

71 内海フィッシャリーナ（貸館業務） 休館 新規予約は中止
建設局
土木部港湾河川課
電話：084-928-1260

72 福山ファミリーパーク 閉鎖

73
エフピコアリーナふくやま
（公園部分）

利用制限 大型遊具の使用禁止

74 富谷公園 利用制限 大型遊具の使用禁止，駐車場の閉鎖

75 芦田川かわまち広場 利用制限
スケートボードパークとバーベキューテラスの使用
禁止，駐車場の閉鎖

76 環境関連施設（ごみの受入） 通常
経済環境局
環境部環境施設課
電話：084-954-4170

閉鎖
・新規の予約：中止
・既存の予約：中止依頼

利用制限

そ
の
他

経済環境局
文化観光振興部観光課
電話：084-928-1042

経済環境局
文化観光振興部観光課
電話：084-928-1042

建設局
都市部公園緑地課
電話：084-928-1095

市民局まちづくり推進部
人権・生涯学習課
電話：084-928-1006
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